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URL1　http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000044.html
URL2　https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/covid19_info/donate.html
URL3　https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00002.html

令和3年度から適用される個人市民税・県民税（住民税）の

主な税制改正のポイント
　働き方の多様化を踏まえ「働き方改革」を後押しするため、令和3年度

から適用される改正点について、お知らせします。
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問市民税課☎（632）2233

■給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の改正
①給与所得控除の見直し
▼控除額　一律10万円引き下げ。
▼控除上限額　195万円に引き下げ。
②公的年金等控除の見直し
▼控除額　一律10万円引き下げ、上限額を設定。公
的年金など以外の所得の合計額が1,000万円超の人

は、さらに10万円または20万円引き下げ。

▼その他　給与所得、公的年金などに係る所得の計算
について、詳しくは、市 をご覧ください。

③基礎控除の見直し

合計所得金額 改正前 改正後

2,400万円以下

33万円
(所得制限なし)

43万円

2,400万円超2,450万円以下 29万円

2,450万円超2,500万円以下 15万円

2,500万円超 適用なし

■扶養控除などの合計所得金額要件の見直し

要件など 改正前の合計所得金額 改正後の合計所得金額

同一生計配偶者および扶養親族 38万円以下 48万円以下

配偶者特別控除 38万円超123万円以下 48万円超133万円以下

勤労学生控除 65万円以下 75万円以下

■所得金額調整控除の創設
　次に該当する場合は、給与所得に所得金額調整控除が適用されます。

対象 所得金額調整控除の算出方法

給与などの収入金額が850万円を超える、次のいずれかに該当

する人。①本人が特別障がい者②23歳未満の扶養親族を有する

③特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

（給与などの収入金額(※)－850万円）×10％
※1,000万円を超える場合は、1,000万円

給与所得控除後の給与などの金額と公的年金などに係る雑所得

の金額があり、給与所得控除後の給与などの金額と公的年金な

どに係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

（給与所得控除後の給与などの金額(※)＋公的

年金などに係る雑所得の金額(※)－10万円
※10万円を超える場合は、10万円

■調整控除（税額控除）の見直し
　合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控

除が適用されなくなりました。

改正前 改正後

合計所得金額 一律 2,500万円以下 2,500万円超

調整控除 右の計算方法参照 適用なし

調整控除の計算方法

合計課税所得金額

200万円以下 200万円超

（人的控除額の差額の合計

額か合計課税所得金額のい

ずれか小さい金額）×5％

{人的控除額の差額の合計

額－（合計課税所得金額－

200万円）}×5％(※)

※計算の結果が2,500円未満の場合、調整控除額は2,500円になります。

給　与
フリーランス、請負

企業などによる収入
公的年金など

②公的年金等控除

－10万円

③基礎控除

+10万円

（×税率)

（必要経費）

税　額

①給与所得控除

－10万円

　納税義務者の条件に合わせて、控除額などが変わります　P
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本文中に記載がないものは、原則として、対象＝どなたでも、費用＝無料、申込＝不要。 ＝ホームページ、 ＝Ｅメールアドレス、 ＝地区市
民センター、 ＝出張所、 ＝生涯学習センター、 ＝申込時に記載する基本項目は、催し名・郵便番号・住所・氏名・ふりがな・電話番号・人数。

各番号を市 のトップページで入力すると関連ページが見られます

▼所得割がかからない人
　前年中の総所得金額等が、次の計算で求め

た金額以下の人。

扶養親族 改正前 改正後

あり
35万円×(本人＋同一
生計配偶者＋扶養親
族の人数)＋32万円 改正前

＋10万円
なし 35万円

1ひとり親控除
▼対象　婚姻歴や性別に関わらず、生計を一
にする子（総所得金額等が48万円以下）がい

る単身者（合計所得金額が500万円以下）。

▼控除額　30万円。
2寡婦控除
▼対象　1以外の寡婦。なお、子以外の扶養
親族を有する寡婦についても、所得制限が設

定されました（合計所得金額500万円以下）。

▼控除額　26万円。
■その他　住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未
届）」と記載がある人は対象外となります。

■控除期間の特例措置の緩和
　新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年12月

31日までに入居できなかった場合でも、一定の要件を

満たした上で、令和3年12月31日までに入居すれば、

特例措置の対象となります。

▼対象　令和2年9月30日までに契約した新築の注文
住宅。または、令和2年11月30日までに契約した

分譲住宅または既存住宅、増改築した住宅。

■入居期限要件の緩和
　既存住宅の取得後に行った増改築工事などが、新型

コロナウイルス感染症の影響で遅れたために入居が遅

れた場合でも、一定の要件を満たしていれば、入居期

限は「増改築等完了の6カ月以内」となります。

▼対象　既存住宅の取得日から5カ月後までに契約し
た増改築など。または、令和2年4月30日～6月29

日までに契約した増改築など。

■その他　確定申告などの際、請負契約書や売買契約
書の写し、「入居時期に関する申告書兼証明書」を提出

する必要があります。詳しくは、国土交通省 URL1を
ご覧ください。

　申告をすることで、個人市民税・県民税の寄附金税

額控除を受けることができます。

▼対象イベント　次の要件を全て満たすイベント。①令
和2年2月1日から令和3年1月31日までに国内で開催

（予定含む）の不特定かつ多数のものを対象とするイ

ベント②政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規

模の縮小が行われたイベント③文化庁またはスポー

ツ庁の指定を受け、かつ本市が指定するイベント。

▼対象となる課税年度　令和2年中に払い戻しを放棄
したチケット代金＝令和３年度。令和3年中に払い

戻しを放棄したチケット代金＝令和4年度。

　　また、令和2年2月1日～10月31日に、すでに入

場料金などの払い戻しを請求している場合でも、令

和3年1月29日までに、イベント主催者に対してそ

の払い戻し分以下の金額を寄附することで、寄附金

税額控除の対象となります。

▼控除額　年間ごとに合計20万円までのチケット代金
が対象となります。寄附金税額控除額＝（寄附金の合

計額－2,000円）×10%。上限は、他の寄附金税額控

除対象額も合わせて、総所得金額等の30%。

▼その他　確定申告などの際、主催者が発行する指定
行事証明書、払戻請求権放棄証明書を提出する必要

があります。対象イベントについて、詳しくは、文

化庁 URL2またはスポーツ庁 URL3をご覧ください。

■個人市民税・県民税の非課税の範囲が改正されました

　ひとり親控除の創設および寡婦（夫）控除が見直されました　
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住宅ローン控除の適用要件が緩和されます

払い戻しを受けなかったイベントのチケット代には、寄附金税額控除が適用されます

＼新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置／

住宅ローン控除と寄附金税額控除の適用が変わります

▼均等割も所得割もかからない人
　本人が障がい者または未成年者、寡婦、ひとり親。

前年中の合
計所得金額

改正前 改正後

125万円以下 135万円以下

　前年中の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下の人。

扶養親族 改正前 改正後

あり 32万円×(本人＋同一生計配偶
者＋扶養親族の人数)＋19万円 改正前＋10万円

なし 32万円
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本人 配偶関係 死別または
生死不明 離別 未婚の

ひとり親

本人合計所得金額 500万円
以下

500万円
超

500万円
以下

500万円
超

500万円
以下

女
性

扶
養
親
族
な
ど

有
子 ■1

30万円
無

■1
30万円

無
■1
30万円

子以外 ■2
26万円

無
■2
26万円

無 無

無 ■2
26万円

無 無 無 無

男
性

扶
養
親
族
な
ど

有
子 ■1

30万円
無

■1
30万円

無
■1
30万円

子以外 無 無 無 無 無

無 無 無 無 無 無


